
■北海道の鉛弾の規制状況について

○ 鉛中毒防止の取組

（１）これまでの経緯

道では、オジロワシ、オオワシなどの希少猛禽類が、捕獲後のエゾシカの残滓に

含まれる鉛弾の破片を肉と一緒に取り込むことで発生する鉛中毒を防止するため、鳥獣保

護管理法に基づき、平成12年（2000年）以降、全道で鉛弾の使用規制を段階的に進

めてきたほか、平成26年（2014年）には、エゾシカ対策推進条例により道内でのシカ猟

目的での鉛弾の所持自体を禁止しています。

時期 規制の内容

平成12年（2000年）11月 シカ猟での鉛ライフル弾の使用禁止

平成13年（2001年）11月 シカ猟でのすべての鉛弾の使用禁止

平成16年（2004年）10月 特定鉛弾※の使用禁止（全ての鳥獣について規制適用）

平成26年（2014年）10月 特定鉛弾のシカ猟目的での所持禁止 ※使用禁止に上乗せ

表１：北海道における鉛弾規制の経緯

※ 鉛を含む物質で作られているライフル弾及び鉛を含む物質で作られている粒径が7mm以上の散弾 
（スラッグ弾を含む）
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■北海道の鉛弾の規制状況について

○ 鉛中毒防止の取組

（２）鉛弾禁止の周知

狩猟パトロールの実施のほか様々な機会を活用し、特定鉛弾禁止制度の周知に努めて

います。

区分 周知の内容

狩猟免許更新講習 ・更新時講習の内容に含めて、所持の禁止を説明

狩猟者団体等に対する周知 ・北海道猟友会支部協議会や狩猟指導員研修会で制度周知
・狩猟団体会報（猟友会報）への寄稿で制度説明

狩猟期間中の注意喚起 ・鳥獣保護区等位置図（ハンターマップ）で制度説明、注意喚起
・狩猟パトロールの実施

表２：鉛弾規制の制度周知
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■北海道の鉛弾の規制状況について
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